
自治体名：京都府 年度：令和４年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,827,575   固定負債 2,639,624

    有形固定資産 2,368,164     地方債等 2,387,248

      事業用資産 665,469     長期未払金 139

        土地 455,681     退職手当引当金 128,609

        立木竹 18,160     損失補償等引当金 425

        建物 596,325     その他 123,203

        建物減価償却累計額 -413,361   流動負債 95,272

        工作物 5,274     １年内償還予定地方債等 67,467

        工作物減価償却累計額 -1,847     未払金 6,974

        船舶 6,306     未払費用 2,271

        船舶減価償却累計額 -3,426     前受金 12

        浮標等 -     前受収益 74

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 15,330

        航空機 -     預り金 3,133

        航空機減価償却累計額 -     その他 12

        その他 - 負債合計 2,734,897

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,358   固定資産等形成分 2,865,579

      インフラ資産 1,640,488   余剰分（不足分） -2,692,295

        土地 461,019   他団体出資等分 -

        建物 22,035

        建物減価償却累計額 -12,026

        工作物 5,004,331

        工作物減価償却累計額 -3,892,333

        その他 3

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 57,460

      物品 128,781

      物品減価償却累計額 -66,575

    無形固定資産 17,672

      ソフトウェア 2,430

      その他 15,242

    投資その他の資産 441,739

      投資及び出資金 128,705

        有価証券 -

        出資金 128,705

        その他 -

      投資損失引当金 -29,688

      長期延滞債権 3,959

      長期貸付金 36,075

      基金 302,709

        減債基金 267,774

        その他 34,935

      その他 97

      徴収不能引当金 -118

  流動資産 80,604

    現金預金 36,040

    未収金 5,133

    短期貸付金 8,403

    基金 29,601

      財政調整基金 21

      減債基金 29,580

    棚卸資産 36

    その他 1,505

    徴収不能引当金 -114

  繰延資産 - 純資産合計 173,284

資産合計 2,908,180 負債及び純資産合計 2,908,180

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：令和４年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目 金額

  経常費用 1,164,063

    業務費用 473,216

      人件費 214,496

        職員給与費 177,469

        賞与等引当金繰入額 15,306

        退職手当引当金繰入額 13,787

        その他 7,934

      物件費等 214,787

        物件費 102,825

        維持補修費 22,910

        減価償却費 88,860

        その他 192

      その他の業務費用 43,933

        支払利息 11,941

1,081

  経常収益 60,130

        徴収不能引当金繰入額 141

        その他 31,851

    移転費用 690,847

純行政コスト 1,107,622

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 221

  臨時利益 420

    その他 27

  臨時損失 4,110

    災害復旧事業費 299

    資産除売却損 41

　  投資損失引当金繰入金 3,549

報告書（財務諸表）

    資産売却益 393

    使用料及び手数料 17,937

    その他 42,193

純経常行政コスト

      補助金等 673,478

1,103,933

      社会保障給付 16,288

      その他



自治体名：京都府 年度：令和４年度

会計：全体会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 146,701 2,883,419 -2,736,718 -

  純行政コスト（△） -1,107,622 -1,107,622 -

  財源 1,101,677 1,101,677 -

    税収等 763,686 763,686 -

    国県等補助金 337,991 337,991 -

  本年度差額 -5,945 -5,945 -

  固定資産等の変動（内部変動） -42,917 42,917

    有形固定資産等の増加 51,898 -51,898

    有形固定資産等の減少 -89,672 89,672

    貸付金・基金等の増加 384,806 -384,806

    貸付金・基金等の減少 -389,949 389,949

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,114 4,114

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 28,414 20,963 7,451

  本年度純資産変動額 26,583 -17,840 44,423 -

本年度末純資産残高 173,284 2,865,579 -2,692,295 -

報告書（財務諸表）

科目 合計



自治体名：京都府 年度：令和４年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,081,898

    業務費用支出 391,051

      人件費支出 220,321

      物件費等支出 126,317

      支払利息支出 12,001

      その他の支出 32,413

    移転費用支出 690,847

      補助金等支出 673,478

      社会保障給付支出 16,288

      その他の支出 1,081

  業務収入 1,122,098

    税収等収入 760,971

    国県等補助金収入 300,813

    使用料及び手数料収入 18,145

    その他の収入 42,169

  臨時支出 301

    災害復旧事業費支出 299

    その他の支出 2

  臨時収入 334

業務活動収支 40,232

【投資活動収支】

  投資活動支出 299,208

    公共施設等整備費支出 53,084

    基金積立金支出 89,971

    投資及び出資金支出 86

    貸付金支出 156,066

    その他の支出 -

  投資活動収入 286,843

    国県等補助金収入 36,183

    基金取崩収入 90,634

    貸付金元金回収収入 157,761

211,058

    地方債等発行収入 210,972

    その他の収入 86

    資産売却収入 472

    その他の収入 1,792

投資活動収支 -12,365

【財務活動収支】

  財務活動支出 240,578

前年度末歳計外現金残高 3,267

本年度歳計外現金増減額 -184

本年度末歳計外現金残高 3,083

本年度末現金預金残高 36,040
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財務活動収支 -29,519

本年度資金収支額 -1,652

前年度末資金残高 34,609

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 32,957

    地方債等償還支出 240,535

    その他の支出 43

  財務活動収入



会計名

収益事業特別会計
地域開発事業特別会計
港湾事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
電気事業会計
水道事業会計
病院事業会計
工業用水道事業会計
流域下水道事業会計

注 記（全体財務書類）

１ 重要な会計方針

（１）作成方法

　一般会計等財務書類と同様の基準に基づき、一般会計等に一部の特別会計（流
域下水道事業特別会計は、地方公営企業法の財務規定等適用に向けての作業を実
施しているところであり、対象範囲から除外しています。）及び公営企業会計を
加えて作成しています。

（２）対象会計範囲

一般会計等の会計区分に加え、次の会計を対象としています。


